
 
令和６年３月２７日 

こ ど も 家 庭 庁 

 

令和６年度こども家庭庁調達改善計画 

 

１ 調達改善計画の目的 

こども家庭庁では、令和５年４月１日の設置以来、調達の適切性、透明性の確保、効率性

の向上等を目指して調達改善に係る取組を行ってきたが、令和６年度においても、引き続き

、ＰＤＣＡサイクルにより透明性・外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達改善に取

り組むこととする。 

なお、本計画の実施に当たっては、「官公需法」に基づく中小企業の受注機会への配慮や

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」等の諸施策との

整合性に留意するものとする。 

 

２ 調達の現状分析 

こども家庭庁（施設等機関を含む。）における令和５年４月から令和６年１月末までの

契約（８２件）に占める競争性のない随意契約の割合は、２２％（１９件）となっている

。 

なお、こども家庭庁は、令和５年４月１日の設置であり令和４年度においては、調達を

行っていないことから、令和７年度における調達改善計画から過去１箇年度分の現状分析

を行うこととする。 

 

表１ 令和５年度こども家庭庁における調達の契約種別（令和６年１月末日まで契約分） 

                               （単位：件、億円） 

契約方式 契約件数 割合 契約金額 割合 

 競争性の 

 ある契約 

競争契約 ５１ ６３％ ４７ ７６％ 

企画競争による

随意契約 
１ １％ ２ ４％ 

公募による 

随意契約 
７ ９％ １ １％ 

不落・不調による

随意契約 
４ ５％ １ １％ 

小計 ６３ ７８％ ５１ ８２％ 

競争性のない随意契約 １９ ２２％ １１ １８％ 

合計 ８２ １００％ ６２ １００％ 

（注１）少額随意契約は含まない。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

 

  



 
表２ 令和５年度こども家庭庁における調達の応札状況（令和６年１月末日まで契約分）        

（単位：件、億円） 

 １者 ２者以上 合計 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

競争契約 １８ ４３ ３３ ４ ５１ ４７ 

 割合 35％ 91％ 65％ 9％ 100％ 100％ 

企画競争に 

よる随意契約 
－ － １ ２ １ ２ 

 割合 － － 100％ 100％ 100％ 100％ 

公募による 

随意契約 
２ ０ － － ２ ０ 

 割合 100％ 100％ － － 100％ 100％ 

（注１）令和５年度の契約に関する統計等に基づき作成（少額随意契約は含まない。） 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注３）表２の「公募による随意契約」欄には、『「公共調達の適正化について（平成 18 年財計第 2017 号）」1.(2)②

ヘ』にある「一定の要件を明示したうえで公募を行い、当該要件を満たす者から申し込みがあった場合には、全て

のものと契約するもの」（タクシーチケット供給業務など複数者との契約を前提としているもの）については、計上

しないこととする。そのため、表１とは数値が一致しないことがある。 

（注４）公募を実施した結果、複数者からの応募があり競争契約又は企画競争による随意契約に移行した契約につい

ては、契約相手方の最終的な選定手続（競争契約又は企画競争による随意契約）により整理し、公募による随意契

約として整理はしないこととする。なお、この場合における応札（応募）者数の区分は、公募後に行った競争契約

又は企画競争による随意契約に参加した応札（応募）者数により整理する。 

  



 
表３ 令和５年度こども家庭庁における調達経費の内訳（令和６年１月末日まで契約分） 

                                     （単位：件、億円） 

 本庁 施設等機関 こども家庭庁全体 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公 

共 

工 

事 

等 

公共工事 (A) １ ０．１ ４ ０．７ ５ ０．８ 

  割合 (A/I) ２％ ０．２％ ２２％ ４８％ ６％ １％ 

公共工事に係る調査

及び設計業務等 (B) 
－ － １ ０ １ ０ 

  割合 (B/I) － － ６％ ０％ １％ ０％ 

小計※４ １ ０．１ ５ ０．８ ６ ０．８ 

物 
 

品 
 

役 
 

務 
 

等 

情報システム (C) ２４ １２ １ ０．２ ２５ １２．２ 

  割合 (C/I) ３７％ ２０％ ６％ １５％ ３１％ ２０％ 

電力（D） － － ２ ０．３ ２ ０．２ 

  割合 (D/I) － － １１％ ２２％ ２％ ０．３％ 

ガス（E） － － ２ ０ ２ ０ 

  割合 (E/I) － － １１％ ４％ ２％ ０％ 

調査・研究（F） ５ ０．１ ０ ０ ５ ０．１ 

  割合 (F/I) ８％ ０．２％ ０％ ０％ ６％ ０．２％ 

その他役務（G） ２４ ４８ ７ ０．１ ３１ ４８ 

  割合 (G/I) ３８％ ７９％ ３９％ ８％ ３８％ ７７％ 

物品等製造・購入 (H) １０ ０．５ １ ０ １１ ０．５ 

  割合 (H/I) １５％ ０．６％ ６％ １％ １４％ ０．８％ 

小計※４ ６３ ６１ １３ ０．７ ７６ ６１ 

 合計 (I） ６４ ６１ １８ ２ ８２ ６２ 

７８％    ９９％    ２２％    １％ 

（注１）令和５年度の契約に関する統計等（少額随意契約は含まない。）に基づき作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注３）「電力」・「ガス」については、契約件名に「電力、電気、ガス」が含まれるものを抽出している。また、情報シス

テムについては長官官房総務課経理室が保有する情報から、「情報システム」に分類しているデータを抽出している。

また、調査研究については、長官官房総務課経理室が保有する情報から、「調査・研究」に分類しているデータを抽出

している。 

（注４）その他役務（Ｇ）、物品等製造・購入（Ｈ）は、「情報システム」・「電力」・「ガス」・「調査・研究」を除く。 

（注５）欄外の計数は、契約件数・契約金額の（本庁／こども家庭庁全体）及び（施設等機関／こども家庭庁全体）の割

合である。 

  



 
表４ 令和５年度こども家庭庁における競争契約における調達経費の内訳 

（令和６年１月末日まで契約分） 

                                     （単位：件、億円） 

 本庁 施設等機関 こども家庭庁全体 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公 

共 

工 

事 

等 

公共工事 (A) － － ３ ０．７ ３ ０．７ 

  割合 (A/I) － － ２７％ ５３％ ８％ ２％ 

公共工事に係る調査

及び設計業務等 (B) 
－ － １ ０ １ ０ 

  割合 (B/I) － － ６．７％ ０％ ２％ ０％ 

小計※４ － － ４ ０．７ ４ ０．７ 

物 
 

品 
 

役 
 

務 
 

等 

情報システム (C) １５ ９ １ ０．２ １６ ９ 

  割合 (C/I) ４１％ ２０％ ７％ １７％ ３１％ １９％ 

電力（D） － － １ ０．２ １ ０．２ 

  割合 (D/I) － － ７％ １６％ １％ ０．４％ 

ガス（E） － － １ ０ １ ０ 

  割合 (E/I) － － ７％ ２％ ２％ ０％ 

調査・研究（F） ３ ０ ０ ０ ３ ０ 

  割合 (F/I) ８％ ０％ ０％ ０％ ６％ ０％ 

その他役務（G） １０ ３６ ６ ０．１ １６ ３６ 

  割合 (G/I) ２７％ ７８％ ４０％ ８％ ３１％ ７７％ 

物品等製造・購入 (H) ９ ０．４ １ ０ １０ ０．４ 

  割合 (H/I) ２４％ １％ ７％ ２％ １９％ １％ 

小計※４ ３７ ４６ １０ ０．６ ４７ ４７ 

 合計 (I） ３７ ４６ １４ ２ ５１ ４７ 

71％    98％     29％     2％ 

（注１）令和５年度の契約に関する統計等（少額随意契約は含まない。）に基づき作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注３）「電力」・「ガス」については、契約件名に「電力、電気、ガス」が含まれるものを抽出している。また、情報シス

テムについては長官官房総務課経理室が保有する情報から、「情報システム」に分類しているデータを抽出している。

また、調査研究については、長官官房総務課経理室が保有する情報から、「調査・研究」に分類しているデータを抽出

している。 

（注４）その他役務（Ｇ）、物品等製造・購入（Ｈ）は、「情報システム」・「電力」・「ガス」・「調査・研究」を除く。 

（注５）欄外の計数は、契約件数・契約金額の（本庁／こども家庭庁全体）及び（施設等機関／こども家庭庁全体）の割

合である。 

  



 
表５ 令和５年度こども家庭庁における競争契約における一者応札に係る調達経費の内訳 

（令和６年１月末日まで契約分） 

（単位：件、億円） 

 本庁 施設等機関 こども家庭庁全体 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公 

共 

工 

事 

等 

公共工事 (A) － － ２ ０．１ ２ ０．１ 

  割合 (A/I) ０％ ０％ ２２％ ２０％ １１％ ０．２％ 

公共工事に係る調査

及び設計業務等 (B) 
－ － － － － － 

  割合 (B/I) － － － － － － 

小計 ０ ０ ２ ０．１ ２ ０．１ 

物 
 

品 
 

役 
 

務 
 

等 

情報システム (C) ５ ８ １ ０．２ ６ ８．２ 

  割合 (C/I) ５６％ １９％ １１％ ４０％ ３３％ １９％ 

電力（D） － － １ ０．２ １ ０．２ 

  割合 (D/I) － － １１％ ４０％ ６％ ０．３％ 

ガス（E） － － １ ０ １ ０ 

  割合 (E/I) － － １１％ ０％ ６％ ０％ 

調査・研究（F） １ ０ － － １ ０ 

  割合 (F/I) １１％ ０％ － － ５％ ０％ 

その他役務（G） ２ ３５ ３ ０ ５ ３５ 

  割合 (G/I) ２２％ ８１％ ３４％ ０％ ２８％ ８０％ 

物品等製造・購入(H) １ ０．１ １ ０ ２ ０．１ 

  割合 (H/I) １１％ ０％ １１％ ０％ １１％ ０．２％ 

小計 ９ ４３ ７ ０．４ １６ ４３ 

 合計 (I） ９ ４３ ９ ０．５ １８ ４３ 

５０％    ９９％   ５０％     １％ 

（注１）令和５年度の契約に関する統計等（少額随意契約は含まない。）に基づき作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注３）欄外の計数は、契約件数・契約金額の（本庁／こども家庭庁全体）及び（施設等機関／こども家庭庁全体）の割

合である。 

  



 
 

３ 調達改善の取組内容 

令和６年度の調達改善に関する取組内容として、以下を実施する。 

（１） 重点的な取組として、入札等監視委員会の活用や各種調達事務の見直しに関す

る取組等を実施する。（詳細は別紙１のとおり。） 

（２） 競争性、公正性、透明性等を確保しつつ、調達事務の効率化に資する調達事

務のデジタル化の取組を推進する。（詳細は別紙１のとおり。） 

（３） その他の取組として、会計事務に係る手引書の整備、共有を図り、職員の意識

・能力向上を図り、業務の効率化等を行う。（詳細は別紙２のとおり。） 

 

４ 自己評価の実施方法 

 上半期終了後及び年度終了後、速やかに調達改善計画の実施状況（実施した取組内容及

びその効果、目標の達成状況、実施において明らかになった課題等）について、自己評価

を行うとともに、その結果をホームページにより公表する。 

また、自己評価の結果は、今後の調達改善計画の実施や策定に反映する。 

 

５ 調達改善の推進体制 

（１）推進体制の整備 

官房長が調達改善計画を決定し、進捗把握・管理及び自己評価・検証を行う。 

調達改善計画の策定等の実務的な作業は、長官官房総務課経理室が実施する。 

 

（２）外部有識者の活用 

調達改善計画を推進するに当たっての問題点の抽出、取組に関する監視、指導、

助言等の観点から、事後審査を担当するこども家庭庁入札等監視委員会の委員に、

外部有識者を参画させることとし、調達改善計画の策定や自己評価の実施等の際に

は、原則として、事前に外部有識者の意見を求めることとする。 

 



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

○
随意契
約の改
善

１．内部審査
　　随意契約を行おうとする場合は、発注前に第三者的な視点を取り入れるために会計担当監査ラインにおいても、真に随意契約であるべきか法的根拠も含めた事
前審査を行うとともに、競争性のある調達方式に移行できないかの検討を行う。

２．入札等監視委員会（事後審査）
　　前掲のとおり。

　随意契約は競争が働かない
ことによる価格の高止まりが生
じるおそれがあり、不断の見直
しが必要であることから、重要
な取組として位置づけるもの。

Ａ＋ 令和6年度

　内部審査の結果や入札
等監視委員会で出された
改善策を活用して、競争
性を促進し、随意契約は
理由の分類化や詳細な
分析を行った上で可能な
限り一般競争入札に移行
させるよう指導するととも
に、競争性のない随意契
約によらざるを得ないと判
断される案件についても、
調達コストの改善及び質
の向上に努める。

令和7年3
月末まで

○
調達事
務のデ

ジタル化
の推進

１.調達事務のデジタル化の推進
 入札説明会のオンライン開催、電子入札、電子契約等の調達事務のデジタル化について、調達事務の効率化に資する範囲において、取組を推進する。

２．調達事務のデジタル化についての周知
 調達事務のデジタル化について、来庁する業者等に対しての周知を実施する。

Ａ 令和6年度

　
　入札説明会のオンライ
ン化、電子入札、電子契
約等に取組み、調達事務
のデジタル化を推進す
る。

令和7年3
月末まで

○ ○

調達改
善に向
けた審

査・管理
の充実
【入札等
監視委
員会（事
後審査）
の積極
的活用

等】

１．入札等監視委員会（事後審査）
　入札等監視委員会において、調達についての事後審査を行い、同委員会の意見及び提言を次回の調達又は類似の調達に反映することにより、ＰＤＣＡサイクル
を通じた調達改善を図る。特に、当該委員会において改善措置を講ずることが必要と指摘された案件については、指摘事項等が調達結果にどのように反映された
かを含め、入札等監視委員会で審査を行う。

２．各種調達事務の見直し
・一者応札等への対応
　 一者応札等で受託・受注している案件については、調達の目的・内容に応じて以下の内容を検討し、所要の改善策を講じる。なお、入札等監視委員会等の指摘
事項を踏まえて改善した結果について、好事例があれば庁内に周知を行う。また、一者応札となった個別案件及びその要因について一覧表の作成を行い、庁内に
共有する。
　①要因分析及び対応方針
　 要因を分析し対応方針を定める。その際、入札説明会に参加したが応札しなかった者等に対するアンケート等を実施する。
　②競争参加資格等の見直し
　　参加資格、応札(応募)条件及び実績要件等について緩和又は削除が可能か。
　③仕様の見直し
　 受注者を限定する性能、条件ではないか（同等の記述が可能か）、積算が可能な内容か、業務量、履行期間その他の履行条件で過度の負担となっていないか、
仕様の公表において公平性・透明性が確保されているか。
　④発注単位の見直し
　 効率性を損なわない範囲内で、調達業務の分離・分割は可能か。あるいは、競争性を損なわない範囲内で、一括調達は可能か。
　⑤調達スケジュール等の見直し
　 公告期間の延長、説明会の開催、説明会から入札・技術提案期限までの期間の延長、又は調達手続の時期の前倒し等により参加希望者の準備期間を十分に
確保できるか。
⑥調達情報の周知の徹底
　 各種広報ツール（ＨＰ、業界紙への掲載等）の活用を行っているか。
⑦業務内容の理解の促進
　 新規参入者が業務内容を正確に理解するため業務説明会の開催、入札説明書等の作成・配付、過去の業務実績又は現行業務の情報閲覧等を行っているか。

３．インターネットによる価格調査
取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用し幅広く行い、予定価格や調達仕様書の見直し等の改善を図る。

４．調達事務の進捗管理
会計事務の適正化の取組や早期発注を図る観点から、今後は、一元的な調達事務の進捗管理を行っていく。
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重点的な
取組

共通的な
取組

取組
の項目 具体的な取組内容

重点的な
取組の

選定理由
難易度

取組の
開始年度

取組の目標

令和6年度

入札等監視委員会で審査を行
うこと等も含め、次回の調達又
は類似の調達を継続的に見直
していくことにより、ＰＤＣＡサイ
クルを通じた調達改善を図るこ
とが調達の適正化に資するも
のであることから、重要な取組
として位置づけるもの。

・入札等監視委員会の指
摘事項等を次回の調達に
反映させることにより、競
争性を促進し、調達コスト
の改善及び質の向上を確
保する。
・前回一者応札等の案件
については複数応札等に
つながるように改善を図
る。

Ａ＋
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継続

新規

新規
継続
区分

令和6年度調達改善計画

＜職員の意識・能力向上＞
　会計事務に係る手引書の整備、共有を図り、職員の意識・能力向上を図り、業務の効率化を行う。

その他の取組

具体的な取組内容

＜クレジットカード決済＞
　コスト削減のため、ＥＴＣカードを活用した高速料金の支払いにおいてクレジットカード決済を実施する。
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